
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

時間　　　　　 曜 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

① 8:30～9:20

② 9:30～10:20 休 休 休 ス 休 休 休 休 休

③ 10:30～11:20 ポ

④ 11:30～12:20 校 校 校 ｜ 校 校 校 校 校

⑤ 13:30～14:20 ツ ②

⑥ 14:30～15:20 日 日 日 の 日 日 ③ 日 日 日

⑦ 15:30～16:20 日 ④

⑧ 16:30～17:20

⑨ 17:40～18:30

⑩ 18:40～19:30 ② ③ ② ③

⑪ 19:40～20:30 ④ ④

修了検定　　　　(修） 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修 修

仮免学科試験　(仮） 仮 仮 仮 仮 仮 仮 仮 仮 仮 仮 仮 仮 仮 仮 仮 仮

卒業検定　　　　(卒） 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒 卒

★ 学科教習
・　学科教習は、第1段階はATの方は技能教習８時限目まで、MTの方は技能教習10時限目までに第１段階の学科の受講を終了するようにして下さい。

・  第２段階の学科教習は、AT・MTの方ともに技能教習１５時限目までに、第２段階の学科を修了するようにして下さい。
・　第２段階の学科については、15・16から受講を始めてください。
・　学科教習の受講が進まない方は、学科の受講が進むまで一旦技能教習を止めざるを得ない場合が生じますので、そうならないように
　　計画的に受講していただけるようお願いします。

時
限

令　和　５ 年  １０ 月　学 科 ・ 検 定 等 予 定 表


